
民生福祉常任委員会審査日程 
 

日 時 令和８年２月２６日(木) 

午前９時から      

場 所 第２委員会室      

         

～審査内容～ 

 

１ 議案第７号 令和７年度山陽小野田市病院事業会計補正予算（第１回）に 

ついて                     （病院） 

 

２ 所管事務調査 病院事業報告について             （病院） 

 

３ 議案第４号 令和７年度山陽小野田市国民健康保険特別会計補正予算（第

２回）について                 （保年） 

 

４ 議案第６号 令和７年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２回）について               （保年） 

 

５ 議案第５号 令和７年度山陽小野田市介護保険特別会計補正予算（第３回）

について                    （高齢） 

 

６ 議案第１１号 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い、及び関

係法令の規定に基づき、児童福祉法等の一部を改正する法

律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関す

る内閣府令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定について                 （子育て） 

 

７ 議案第１２号 山陽小野田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

（子育て） 
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令和７年度山陽小野田市病院事業補正予算 

１ 入院・外来の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生福祉常任委員会資料 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ６ 日 

当初予算 補正予算 増減

年間延入院患者数 63,428人 62,913人 ▲515人

一日平均入院患者数 174人 172人 ▲2人

病床稼働率 87.3% 86.6% ▲0.7ポイント

入院単価 45,272円 44,985円 ▲287円

年間延入院患者数 44,968人 44,624人 ▲344人

一日平均入院患者数 123人 122人 ▲1人

病床稼働率 85.6% 84.9% ▲0.7ポイント

入院単価 49,900円 49,200円 ▲700円

年間延入院患者数 18,460人 18,289人 ▲171人

一日平均入院患者数 51人 50人 ▲1人

病床稼働率 92.0% 91.1% ▲0.9ポイント

入院単価 34,000円 34,700円 700円

年間延外来患者数 95,832人 92,202人 ▲3,630人

一日平均外来患者数 396人 381人 ▲15人

外来単価 14,270円 14,450円 180円

項目

急性期病棟

地域包括ケア病棟

外来

入院
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２ 収益収支状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇　医業収益の推移 (税抜　単位︓千円）

R2 R3 R4 R5 R6 R7補正

入院収益 2,407,443千円 2,315,622千円 2,283,070千円 2,584,121千円 2,743,242千円 2,829,839千円

外来収益 990,304千円 1,108,149千円 1,160,131千円 1,257,196千円 1,344,032千円 1,332,136千円

その他医業収益 377,245千円 394,110千円 403,197千円 405,708千円 411,974千円 401,411千円

医業収益 3,774,992千円 3,817,881千円 3,846,398千円 4,247,025千円 4,499,248千円 4,563,386千円

（税抜 単位：千円）
当初予算 補正予算 増減

4,636,274 4,563,386 ▲ 72,888

うち入院収益 2,871,295 2,829,839 ▲ 41,456

うち外来収益 1,367,312 1,332,136 ▲ 35,176

5,097,164 5,171,632 74,468

うち給与費 2,763,415 2,855,927 92,512

うち材料費 1,043,371 1,018,920 ▲ 24,451

うち経費 809,007 814,165 5,158

▲ 460,890 ▲ 608,246 ▲ 147,356

429,483 565,066 135,583

219,342 217,910 ▲ 1,432

31,771 21,991 ▲ 9,780

38,967 33,377 ▲ 5,590

▲ 257,945 ▲ 272,476 ▲ 14,531

30 2,419 2,389

4,010 4,010 0

▲ 261,925 ▲ 274,067 ▲ 12,142

特別損失

☆当期損益

医業外収益

医業外費用

訪問看護ステーション事業収益

訪問看護ステーション事業費用

●経常収支

特別利益

★医業収支

医業収益

医業費用
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３ 一般会計繰入金について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初予算 補正予算 増減

140,863 157,834 16,971

救急医療負担金 126,263 141,187 14,924

保健衛生行政負担金 14,600 16,647 2,047

医業外収益 229,477 340,649 111,172

他会計補助金 132,740 143,822 11,082

他会計繰入金（負担金） 47,649 147,739 100,090

資本費繰入収益 49,088 49,088 0

資本的収入：他会計負担金 153,173 153,173 0

建設改良費 10,000 10,000 0

企業債元金 143,173 143,173 0

523,513 651,656 128,143総合計

医業収益

費目

◆　医業費用の推移 (税抜　単位︓千円）

R2 R3 R4 R5 R6 R7補正

給与費 2,250,952千円 2,387,387千円 2,459,696千円 2,537,276千円 2,725,785千円 2,855,927千円

材料費 778,296千円 853,187千円 866,346千円 934,908千円 1,002,701千円 1,018,920千円

経費 691,541千円 708,683千円 737,329千円 762,261千円 797,931千円 814,165千円

減価償却費等 455,337千円 403,399千円 443,910千円 450,991千円 471,812千円 482,620千円

医業費用 4,176,126千円 4,352,656千円 4,507,281千円 4,685,436千円 4,998,229千円 5,171,632千円



















R８.3月議会 民生福祉常任委員会資料（福祉部子育て支援課） 

 

 

 

議案第１１号   

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づ

き、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府

令の整備等に関する内閣府令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定について 

 

１．改正理由 

児童福祉法等の一部改正及び関係内閣府令の施行に伴い、本市の関係する

条例（下記参照）を改正するもの。 

 

２．改正内容 

児童福祉法一部改正及び関係内閣府令の施行に伴い引用条文の修正及び

文言の追加がされたことによるもの。 

 

  ・山陽小野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例（第１条）※従うべき基準 

（改正前） 

第２５条中 

児童福祉法第３３条の１０各号 

 

 （改正後） 

第２５条中 

児童福祉法第３３条の１０第１項各

号（幼保連携型認定こども園である

特定教育・保育施設の職員にあって

は、認定こども園法第２７条の２第１

項各号、幼稚園である特定教育・保

育施設の職員にあっては、学校教育

法第２８条第２項において準用する

認定こども園法第２７条の２第１項

各号） 

 

  ・山陽小野田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条 

  例（第２条）※従うべき基準 

（改正前） 

第１２条中 

法第３３条の１０各号 

 （改正後） 

第１２条中 

法第３３条の１０第１項各号  



R８.3月議会 民生福祉常任委員会資料（福祉部子育て支援課） 

 

 

 

 

  ・山陽小野田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定 

める条例（第３条）※参酌すべき基準 

（改正前） 

第１２条中 

法第３３条の１０各号 

 （改正後） 

第１２条中 

法第３３条の１０第１項各号  

 

３．施行日  

公布の日から施行する。 

 

（参考） 

「従うべき基準」 

必ず適合させなければならない基準。法令の「従うべき基準」と異なる内 

容を定めることは許容されないが、当該基準に従う範囲内で、地域の実情 

に応じた内容を定めることは許容  

 

「参酌すべき基準」 

十分参照しなければならない基準。法令の「参酌すべき基準」を十分参照し 

た結果であれば、地域の実情に応じて異なる内容を定めることは許容 



R８.3月議会 民生福祉常任委員会資料（福祉部子育て支援課） 

 

 

 

議案第１２号   

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

 

１．改正理由 

内閣府令の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改正

に伴い、本市の条例を改正するもの。 
 

２．改正内容 

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に合わせ文

言の加筆等を行うもの。 

（改正前） 

第２条中  

乳児等通園支援事業を行う事業

所（以下「乳児等通園支援事業

所」という。） 

 （改正後） 

第２条中 ※参酌すべき基準 

乳児等通園支援事業所  

 

 

（改正前） 

第９条中 

（乳児等通園支援事業所の職員

の一般的条件） 

 （改正後） 

第９条中 ※参酌すべき基準 

（乳児等通園支援事業所の職員

の一般的要件） 

 

（改正前） 

第１３条中 

（虐待等の防止） 

法第３３条の１０各号 

 （改正後） 

第１３条中 ※従うべき基準 

（虐待等の禁止） 

法第３３条の１０第１項各号  

 

（改正前） 

第１６条中 

(6) 乳児、幼児の区分ごとの利

用定員 

(7) 乳児等通園支援事業の利用

の開始、終了に関する事項及び

利用に当たっての留意事項 

 

 （改正後） 

第１６条中 ※参酌すべき基準 

(6) 利用定員 

 

(7) 乳児等通園支援事業の利用

の開始、及び終了に関する事項そ

の他の利用に当たっての留意事

項 



R８.3月議会 民生福祉常任委員会資料（福祉部子育て支援課） 

 

 

 

 

（改正前） 

第２０条３項中 

利用定員の総数に 

 （改正後） 

第２０条３項中 ※従うべき基準 

利用定員（子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）第２７条

第１項又は第２９条第１項の確認に

おいて定める利用定員をいう。）の

総数に 

 

（改正前） 

第２２条の２ 

（新設） 

 （改正後） 

第２２条の２ ※従うべき基準 

子ども・子育て支援法第３０条第１

項第４号に規定する特例保育を行

う事業者が、当該特例保育を行う

事業所において一般型乳児等通園

支援事業を行う場合には、前２条の

規定は適用しない。 

 

（改正前） 

第２６条中 

第２３条及び第２４条の規定

は、余裕活用型乳児等通園支援

事業について準用する。この場

合において、第２３条中「一般

型乳児等通園支援事業」とある

のは「余裕活用型乳児等通園支

援事業」とし、第２４条中「一般

型乳児等通園支援事業を行う

者」とあるのは「余裕活用型乳

児等通園支援事業を行う者」と

する。 

 （改正後） 

第２６条中 ※参酌すべき基準 

第２３条及び第２４条の規定

は、余裕活用型乳児等通園支援

事業について準用する。（削除） 
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（改正前） 

第２７条中 

乳児等通園支援事業者及びその

職員は、 

 （改正後） 

第２７条中 ※参酌すべき基準 

乳児等通園支援事業者及びその

乳児等通園支援事業所の職員は、 

 

３．施行日  

施行日は、令和８年４月１日とする。ただし、第１３条の改正規定（「法第

３３条の１０各号」を「法第３３条の１０第１項各号」に改める部分に限る）

は、公布の日から施行する。 

 

（参考） 

「従うべき基準」 

必ず適合させなければならない基準。法令の「従うべき基準」と異なる内 

容を定めることは許容されないが、当該基準に従う範囲内で、地域の実情 

に応じた内容を定めることは許容  

 

「参酌すべき基準」 

十分参照しなければならない基準。法令の「参酌すべき基準」を十分参照し 

た結果であれば、地域の実情に応じて異なる内容を定めることは許容 

 


